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ニ
ュ
ー
ス

催
し・イ
ベ
ン
ト
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集

試　
　
験

講
座・教
室

お
知
ら
せ

　

お知らせ

く
ら
し
の
悩
み
ご
と

相
談
所
開
催

　

12
月
4
日
（
水
）
は
、
高
知
よ

さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
で
、
「
く

ら
し
の
悩
み
ご
と
相
談
所
」
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
の
様
々
な
悩
み
ご
と
の
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。
相
談
料
は
無
料

で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

12
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　

10
時
～
12
時
、

　
　
　
　
　

13
時
～
16
時

▼
会
場　

　

高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎

　

９
Ｆ
会
議
室

　
（
高
知
市
栄
田
町
２
丁
目
２

－

10
）

▼
相
談
担
当
者　

　

弁
護
士
資
格
又
は
司
法
書
士
資

格
を
有
す
る
人
権
擁
護
委
員

▼
相
談
内
容　

　

く
ら
し
の
法
律
相
談
（
差
別
待

遇
、
暴
行
・
虐
待
、
い
じ
め
、
Ｄ

Ｖ
な
ど
、
家
庭
及
び
近
隣
関
係
な

ど
に
お
け
る
法
律
・
人
権
問
題
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
）

■
問
い
合
わ
せ　

　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

 

８
２
２

－

３
５
０
３

お知らせ

四
国
一
斉
12
時
間

　
　
　
　
　

電
話
相
談

　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
次
の

と
お
り
12
時
間
電
話
相
談
を
実
施

し
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

▼
日
時　

12
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　

９
時
～
21
時

▼
電
話
番
号　

　

 
０
１
２
０

－

４し

こ

く
５
９

－

７な
や
み
な
し

３
７

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
相
談
内
容

　

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、
い

じ
め
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
、
家
庭
及
び
近

隣
関
係
な
ど
に
お
け
る
人
権
問
題

に
関
す
る
相
談

■
問
い
合
わ
せ　

　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

 

８
２
２

－

３
５
０
３

お知らせ

12
月
４
日
か
ら
10
日

ま
で
は
人
権
週
間
で
す

　
「
世
界
人
権
宣
言
」
は
、
基
本

的
人
権
及
び
自
由
を
尊
重
し
確
保

す
る
た
め
に
、
世
界
の
す
べ
て
の

人
々
と
す
べ
て
の
国
々
と
が
達
成

す
べ
き
共
通
の
基
準
と
し
て
、
１

９
４
８
年
12
月
10
日
の
第
３
回
国

際
連
合
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、

こ
れ
を
記
念
し
て
、
採
択
日
の
12

月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め

て
い
ま
す
。

　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
は
、「
人
権
デ
ー
」
を

最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人
権

週
間
」
と
定
め
、
世
界
人
権
宣
言

の
意
義
を
訴
え
る
と
と
も
に
人
権

尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て

い
ま
す
。

　

高
知
地
方
法
務
局
で
は
、「
特

設
人
権
相
談
所
」
を
開
設
し
、
Ｄ

Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー
な

ど
の
女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
や
、

児
童
虐
待
・
い
じ
め
・
体
罰
な
ど

子
ど
も
に
関
す
る
問
題
、
高
齢
者

や
障
害
者
に
関
す
る
問
題
、
そ
の

ほ
か
嫌
が
ら
せ
な
ど
、
人
権
に
関

す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相

談
料
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

▼
特
設
人
権
相
談
所

　

あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

▼
日
時

　

12
月
４
日
（
水
）

　
　

10
時
～
15
時

お知らせ
人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の

身
近
な
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い

よ
う
に
絶
え
ず
見
守
り
、
も
し
、

人
権
が
侵
さ
れ
た
と
き
は
法
務
局

と
連
携
し
て
、
救
済
の
た
め
の
措

置
を
採
る
と
と
も
に
、
人
権
尊
重

思
想
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
の

活
動
を
行
う
こ
と
を
使
命
と
し
て

い
ま
す
。

　

家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
社

会
な
ど
で
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご

と
は
、
お
気
軽
に
人
権
擁
護
委
員

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
料
は

無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆	人権擁護委員無料相談のご案内	◆

地区 今月の
相談日 相談時間 開　催　場　所

伊野 12月18日㈬ 13：30～16：30 あったかふれあいセンター
（すこやかセンター伊野内）

◆	法務局相談窓口・問い合わせ	◆
（祝日を除く月～金曜日　受付 8：30～17：00）
高知地方法務局いの支局（いの町1290－4）  893－0343

◆	人	権	擁	護	委	員	の	連	絡	先	◆
氏　名 住　　所 電話番号

杉本　寛子  いの町6466－5  892－2513
尾﨑　正敏  　〃　神谷817  893－5452
藤木　栄子  　〃　天王南9丁目12－2  891－6684
伊藤　義孝  　〃　枝川5  892－2408
髙瀨　科子  　〃　波川610－3  892－3635
曽我　定子  　〃　下八川丙644－1  867－3224
山本　周児  　〃　戸中81－5  873－5422

　平成26年１月から個人で事業（農業を含む）や

不動産貸付などを行うすべての方について、記帳と

帳簿などの保存が必要になります。

平成26年１月から

記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます


